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表紙写真／
右上 ： 仙台塩釜港（仙台港区） 荷役機械の損壊
右下 ： 相馬港 １号埠頭地区岸壁（-7.5m）の倒壊
左上 ： 釜石港 湾口防波堤の傾斜・水没
左下 ： 相馬港 支援物資の積み込み状況
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国土交通省　港湾局　海岸・防災課

東日本大震災における
港湾の被災状況と復旧・復興について

1. はじめに

　平成23年3月11日に発生した東日
本大震災により、青森県八戸港から
茨城県鹿島港まで、国際拠点港湾
及び重要港湾13港※の港湾機能が一
時停止するなど、港湾は大きな被害
を受け、港湾立地企業のみならず内
陸部等に立地する港湾利用企業も
その影響を受けました。そこで、本
報告では、東日本大震災における国
土交通省の対応、港湾施設の被災
状況、港湾における総合的な津波

対策の見通し及び震災からの被災
港湾における復旧・復興に向けた取
り組みを紹介します。

2. 東北地方太平洋沖地震及び
　  津波の概要

　平成23年3月11日午後2時46分に
発生、日本国内観測史上最大となる
マグニチュード9.0を記録した東北
地方太平洋沖地震は、東日本を中
心に未曾有の大災害をもたらしまし
た。

　この大地震は、太平洋三陸沖（牡
鹿半島の東南東、約130km付近）、
深さ24kmの地点を震源とする逆断
層型、太平洋プレートと北アメリカ
プレート境界域における海溝型地震
であり、宮城県栗原市の最大震度7
を始めとして、岩手県から茨城県ま
での広範囲にわたり震度6弱以上を
観測しました。震源地の三陸沖で断
層破壊が始まり、最終的に断層破壊
を起こした震源域は、岩手県沖から
茨城県沖まで南北約500km、東西
約200kmの広い範囲に及んでおり、

特 集 東日本大震災

図1　震源地、マグニチュード、震度分布 図 2　津波の高さ※の分布
※港内の代表地点の津波高である。
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国土交通大臣の指示の下、人命救
助活動、被災状況の把握、施設の
応急復旧、緊急物資や燃料油の輸
送等を実施するとともに、施設の本
復旧や仮設住宅の建設等被災地の
復旧・復興に向けた取り組みが進め
られました。

4. 港湾施設の被災状況

　北海道から神奈川県までの港湾
の災害報告（平成23年12月31日現在）
によれば、報告件数1,705件、災害
報告額4,126億円に上っています（※
精査中であるため、今後変更の可
能性がある）。特に、岩手県、福島県、
宮城県が報告件数、災害報告額と
もに大きい。
　今回の被災の特徴は、津波によ
る防波堤の被災が甚大なことであ
り、八戸港、釜石港、大船渡港、相
馬港などでは、第一線防波堤が全
壊あるいは半壊しています（写真
1）。また、地震によって、岸壁背後

本震から間を置かず、立て続けにマ
グニチュード7以上の強い余震が発
生しました（図1）。
　今回の震災では、地震発生後に
来襲した大津波が被害をさらに深
刻なものにしました。図2に示すよ
うに、被害が甚大であった青森県八
戸市から茨城県までの太平洋岸地
域における主要な港に来襲した津
波高は、軒並み3mを超えており、
大船渡港の港奥では9.5mを観測し
ました。また、国土地理院作成の浸
水範囲概況図によれば、特に、宮
城県石巻市から福島県中部にかけ
た広い範囲で、海岸から最奥5km以
上の地点まで浸水しました。

3. 国土交通省の対応

　国土交通省本省では発災直後、
非常体制を発令し、非常災害対策
本部（本部長:事務次官）が設置され
ましたが、著しく異常かつ激甚な非
常災害であったことから、その後、

間もなく、国土交通大臣を本部長と
する緊急災害対策本部が設置され
ました。
　発災1時間後に、第1回目の緊急
災害対策本部会議が開催され、国
土交通大臣より、「被災状況の早期
把握と応急対応に全力を挙げるよう
にお願いする。」また、国土交通副大
臣より、「大臣指示を踏まえ、現在の
被災状況、対応を把握、迅速かつ
的確な初動対応を実施すること。」
「政府、関係機関や自治体等と相
互に緊密な連携を図り、人命被害を
最小限に食い止めることを最優先に
実施すること。」の指示が各局にあり
ました。
　緊急災害対策本部会議は、特に
被害の甚大であった東北地域を管
轄する東北地方整備局や東北運輸
局もテレビ会議等を通じて参加、現
地の被災状況や取り組み状況等の
報告を受けながら進められました。
　平成23年8月11日までに49回の緊
急災害対策本部会議が開催され、

特 集 東日本大震災における
港湾の被災状況と復旧・復興について

写真1（1）　港湾施設の被災状況

防波堤の代表的被災例（八戸港　八太郎地区　北防波堤）
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航路が再開しました。

②大型浚渫船兼油回収船等による
　物資提供
　国土交通省所属の大型浚渫船兼
油回収船3隻（白山、清流丸、海翔丸）
が、被災した港湾の航路啓開活動
に従事する傍ら、航路等の啓開によ
って利用可能となった港にそれぞれ
第1船として入港し、緊急物資や燃
料油を搬入し、被災地に安心を与え
ました。
　また、国土交通省（北海道開発局）
所属の広域防災フロートが室蘭港か
ら緊急物資、燃料油を輸送、大船
渡港及び相馬港に搬入した後、岸
壁が大きく被災した相馬港で臨時係
留施設として活用されました。
　加えて、八戸港から小名浜港まで
の9港において、大型テント64張り
（総面積 約23,000m2）が設営され、
港湾緊急物資一時保管所として利

となりました。特に、仙台塩釜港（塩
釜港区）においては、発災10日後（3
月21日）に第1船のオイルタンカーが
入港し、被災地の燃料油不足の解
消に大きく貢献しました。
　また、電力確保のために不可欠な
火力発電所に必要な石炭受入拠点、
製造業の製品・半製品等のサプライ
チェーンを支える外内貿コンテナ・
RORO輸送拠点、北海道等と被災地
を結ぶフェリー基地、地元の雇用・
経済を支える地場産業（製紙工場・
合板工場等）の生産に必要な木材チ
ップ・原木の調達拠点、畜産拠点「東
北」向け飼料原料の穀物拠点など、
日本経済の早期復旧のために必要
不可欠な基本的輸送拠点から早急
に応急復旧に着手しました。これに
より、3月25日に仙台塩釜港で定期
フェリー航路が、4月6日に茨城港常
陸那珂港区で定期RORO航路が、4
月18日に八戸港で内航定期コンテナ

のエプロンや荷さばき地が液状化等
により沈下を起こし、陥没や岸壁と
の間に大きな段差を生じた例が多く
見られます（写真2）。

5. 港湾における応急対応

①緊急物資輸送のための航路等の
　啓開及び定期航路の再開
　発災2日後（3月13日）に津波警報・
津波注意報が解除されたことから、
翌3月14日から、宮古港、釜石港、
仙台塩釜港等主要13港において、
航路、泊地等の障害物を取り除く啓
開作業が開始されました。
　発災4日後（3月15日）の釜石港、茨
城港（常陸那珂港区）を皮切りに、3
月24日までに主要13港全てにおい
て、一部の岸壁が利用可能（船舶の
吃水制限、上載荷重の制限等の利
用制限のある岸壁を含む）となり、
緊急物資、燃料油等の搬入が可能

防波堤の代表的被災例（釜石港　湾口防波堤）

写真1（2）港湾施設の被災状況

後送

北堤
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特 集 

岸壁の代表的被災例（向洋地区高砂コンテナターミナル　高砂 2号岸壁（-14m））

写真 2（1）港湾施設の被災状況

岸壁の代表的被災例（茨城港日立港区　第 4ふ頭岸壁（-12m））

写真 2（2）港湾施設の被災状況

東日本大震災における
港湾の被災状況と復旧・復興について
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ともに、避難計画等を定めた地域防
災計画の想定をも上回るもので、津
波防災について根底から見直しを迫
るものとなりました。
　港湾は、地域の人々の生活を支え
る交通拠点であるとともに、我が国
の経済を支える産業・物流拠点であ
り、発災後においても、こうした拠
点としての役割を維持できるような
防災対策のあり方を全国的・広域的
な見地から検討する必要がありま
す。
　このような問題意識を踏まえて、
交通政策審議会港湾分科会に防災
部会を設置し、港湾における総合的
な津波対策のあり方について検討を
進めており、7月6日に、中間とりま
とめがとりまとめられました。主な
内容は図4のとおりです。
　この中間とりまとめを受け、8月

日までの間、国土交通省本省、東北
地方整備局以外の地方整備局（北海
道、沖縄含む）、国土技術政策総合
研究所及び港湾空港技術研究所か
らTEC-FORCEとして延べ970人を
派遣しました。
　このほか、国土交通省所属の海
洋環境整備船4隻（べいくりん、白龍、
海和歌丸、みずき）が、仙台湾及び
大船渡湾周辺海域において、津波
により発生した海面に漂流する航行
障害物（流木、漁具等）を海上保安庁
と連携して回収作業を実施しました。

6. 東日本大震災を踏まえた港
湾における総合的な津波対
策の見通し

　今回の津波は、湾口防波堤や防
潮堤等の設計外力を大きく上回ると

用されました。

③沖合で確認された漂流船への対応
　これまで海上保安庁によって青森
県から茨城県の沖合で確認された
漂流船は、11月16日現在、大型船18
隻、小型船488隻、合計506隻です。
　そのうち海上保安庁が曳航してき
た漂流船を海上保安部と連携し3月
19日より延べ71隻、釜石港、石巻港、
小名浜港及び茨城港（常陸那珂港
区）において収容しており、うち44
隻が所有者に引き渡されています。

④TEC-FORCE等の派遣
　発災翌日に被災状況をヘリコプタ
ーで調査するための先遣隊として、
また、東北地方整備局管内の港湾
における被災状況調査、応急対策
等の支援のため、3月12日から6月27

図 3　港湾における初動対応

12 31
1604
1234
886
411
5132

3112
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携した津波防災のあり方などについ
て、関係者間の議論を行うため、主
要13港において各港協議会が設置
されました。この協議会は、地元市
町村、港湾・海岸管理者、港湾周辺
立地企業、港湾利用者、国の出先
事務所等から構成され、4月以降順
次議論が重ねられました。
　各港協議会での議論を踏まえ、8
月18日迄に各港の「産業・物流復興プ
ラン〜復旧・復興方針〜」がまとめら
れております。各港でその内容は異
なりますが、主に以下の3項目から
構成されております。

7. 被災各港における協議会と
産業・物流復興プランにつ
いて

　一方、被災地港湾においては、
今回の被害の甚大さを鑑み、被災し
た全ての港湾施設を原形復旧する
のではなく、被災地の輸送需要や都
市・産業復興との関連、被災地の物
流体系等を考慮して、復旧の順位
や水準を決定するとともに、今回の
震災を踏まえ、各港の津波防災機
能について検討する必要がありまし
た。
　そこで、「新たな港づくり」の観点
で、産業復興を支える物流機能のあ
り方や、まちづくりや産業活動と連

より、各地方整備局等において、管
内の港湾管理者、関係市町村、関
係企業などで構成される地震・津波
対策検討会議（地域によって名称が
異なります）を設置し、港湾におけ
る地震・津波対策の検討を開始して
います。
　とりわけ、東海・東南海・南海地震
による被害の軽減対策が急がれる
関東、中部、近畿、四国、九州の5
局では、早急に検討を進めることと
しています。

特 集 

図 4　港湾における総合的な津波対策のあり方

東日本大震災における
港湾の被災状況と復旧・復興について
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を併せて実施することなどをまとめ
ています。

③地域の復興に資する新たな
　取り組み
　東日本大震災からの各地域の復
興のために、港湾が果たすべき役割
や取り組みを様々な観点からまとめ
ています。
　例えば、小名浜港については、風
評被害対策への取り組みや、復旧・
復興を最優先で実施し、一定の目
処が立った段階で、国際バルク戦略
港湾（石炭）としての本格的な取り組
みを行うことなどをまとめています。
　なお、各港の産業・物流復興プラ
ンについては、各港湾管理者や国の
出先事務所のHP等に全文が掲載さ
れています。

　特に、港湾施設の復旧については、
企業の生産活動に大きな影響を与
えることから、港湾利用者からのニ
ーズを踏まえ、各港で復旧行程計画
が策定されています。これらは、8

復興計画や産業の回復状況を踏ま
え、各港湾の地震・津波対策の基本
的方向性をハード・ソフト両面から
まとめています。
　例えば、釜石港については、今回
の震災を受けて釜石市が策定した
復興まちづくり基本計画において、
釜石港背後での地域経済の再建が
位置付けられています。これらのエ
リアを発生頻度の高い津波から防護
するためには、湾口防波堤と防潮堤
を組み合わせて背後市街地を防護
する方法が、防潮堤のみで防護する
方法より、総コストの削減、港内の
静穏度確保につながり、防潮堤高さ
を低減することで景観や生活環境
への影響を小さくできることから合
理的かつ効果的です。このため、湾
口防波堤の復旧に着手し、5年以内
での復旧完了を目指すこととし、さ
らに、復旧が完了するまでの間、早
期に津波防災機能を高めるため、海
象観測データの伝達体制強化、津
波防災教育・訓練の充実、業務継続
計画（BCP）の策定などのソフト対策

①港湾施設の産業復興にあわせた
　港湾施設の復旧
　地域産業の空洞化を防ぎ雇用を
確保する観点、我が国全体の経済
復興を実現する観点から、産業復
興に必要な港湾機能をいつ、どのよ
うに復旧していくのかをまとめてい
ます。
　例えば、仙台塩釜港については、
高砂コンテナターミナルは、東北地
方の国際海上コンテナの6割の取扱
いを占めていましたが、震災により
岸壁等が損壊し、機能が停止しまし
た。そのため、損傷が軽微であった
企業や工場の貨物が京浜港等への
陸上輸送を余儀なくされ、輸送コス
トが増大し、地域経済への悪影響
が生じていることから、23年10月ま
でに一部復旧することにより北米航
路の大型コンテナ船の就航を可能と
することなどをまとめています。

②まちづくりや産業活動と連携した
　津波防災対策
　各地元自治体で策定が進みつつ

図 5　各港湾の復旧・復興に向けた取り組み
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ているとともに、各地方整備局等に
おいても検討が進められています。
また、被災各港の産業・物流復興プ
ランを踏まえた本格的な復旧・復興
については、まだ道半ばでありま
す。引き続き、地元市町村や港湾利

8. まとめ

　港湾における総合的な津波対策
については、交通政策審議会港湾
分科会防災部会において、最終とり
まとめに向け、引き続き検討がされ

月26日の東日本大震災復興対策本
部（第6回）においてとりまとめられ、
公表されています。今後は、この復
旧行程計画に基づき港湾施設の着
実な復旧を進めていきたいと考えて
おります。

図 6　港湾の「産業・物流復興プラン」

図 7　「産業・物流復興プラン」のイメージ

特 集 東日本大震災における
港湾の被災状況と復旧・復興について
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用企業と意見交換を重ねつつ、取り
組みを進めていきたいと考えており
ます。

図 8　港湾の復旧行程計画（東日本大震災復興対策本部（第 6回）資料）

※ 　国際拠点港湾:仙台塩釜港、重要港湾:八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、
大船渡港、石巻港、相馬港、小名浜港、茨城港（日立港区）、茨城港（常
陸那珂港区）、茨城港（大洗港区）、鹿島港

特 集 東日本大震災における
港湾の被災状況と復旧・復興について

H23

H23

H24

H24

H25

H25

H26以降

H26以降

4月

4月

八戸港

相馬港

久慈港

小名浜港

宮古港

茨城港
日立港区

釜石港

茨城港
常陸那珂港区

大船渡港

茨城港
大洗港区

石巻港

鹿島港

仙台塩釜港

4月

4月

4月

4月

7月

7月

7月

7月

7月

7月

10月

10月

10月

10月

10月

10月

1月

1月

1月

1月

1月

1月

応急
復旧

応急
復旧

応急
復旧

応急
復旧

応急
復旧

応急
復旧

施工
　準備

（調査・設計）

施工
　準備

（調査・設計）

施工
　準備

（調査・設計）

施工準備
（調査・設計）

施工
 準備

（調査・設計）

施工
 準備

（調査・設計）

製紙、飼料、木材加工等の
産業復興に必要な施設から
順次本復旧

高砂国際コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、
完成自動車の輸出等産業復興に必要な施設から順次本復旧

火力発電所への燃料の安定供給に必要な施設、
化学工業・非鉄金属工業等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

基幹的輸送を担う北海道との定期RORO輸送に必要な施設、
完成自動車の輸出入等産業復興に必要な施設から順次本復旧

北ふ頭コンテナターミナル等
基幹的輸送を担う施設から順次本復旧

☆高砂国際コンテナターミナルは、23年10月中に北米航路の就航を可能とする

☆コンテナ等が利用する北ふ頭A岸壁は、23年度内に復旧を図る

応急
復旧

施工
 準備

（調査・設計）

基幹的輸送を担う北海道とのフェリー輸送
に必要な施設から順次本復旧
☆フェリーが利用する第3ふ頭は、23年度内に復旧を図る

※石油化学、鉄鋼、飼料、木材加工等の産業復興に必要な施設から順次本復旧係留施設の本復旧

鹿島臨海工業地帯に原料を搬入する
大型船舶の水深を確保するために航路・泊地を本復旧

基幹的輸送を担う内航コンテナ施設から順次本復旧

（沖防波堤）火力発電所への燃料の安定供給等の支障にならないように計画的に復旧 27年度末完了見込み

施工準備
（調査、設計）

施工準備
（調査、設計）

セメント等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

　（湾口防波堤）まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧 27年度末完了見込み

鉄鋼、飼料等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

　（湾口防波堤）まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧 27年度末完了見込み

施工準備
（調査、設計）

施工準備
（調査、設計等）

木材加工、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

施工準備
（調査、設計）

八太郎地区コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、製紙、製鉄、飼料等の産業復興に必要
な施設への安全な船舶の入出港や安定的な港湾荷役の確保のために必要な防波堤や航路・泊地
から順次本復旧

☆八太郎地区北防波堤（中央部）については、24年度内の概成を目指す

施工準備
（調査、設計）

造船、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧
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各港の位置及び震度

八戸港（震度５強）

久慈港（震度５弱）

宮古港（震度５強）

釜石港（震度６弱）

大船渡港（震度６弱）

石巻港（震度６弱）

仙台塩釜港（震度６強）

相馬港（震度６弱）

小名浜港（震度６弱）

茨城港（日立港区）（震度６強）

茨城港（常陸那珂港区）（震度６弱）
茨城港（大洗港区）（震度５強）

鹿島（震度６弱）

【下図】気象庁 推計震度分布図
（2011 年 03 月 11 日 14 時 46 分　三陸沖　Ｍ 7.9）

震度    4　  5 弱　5 強   6 弱　6 強　  7

震源地

各港湾における被災状況
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【八戸港】

中央部ハネ部

北防波堤
 ・総延長：3496m
　被災延長：1870m
　被災函数：142 函

①①
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各港湾における被災状況

中央防波堤
 ・総延長：2257m
　被災延長：20.95m
　被災函数：1 函（南側）
　　　　　　（転倒・水没）

廃棄物埋立護岸
 ・護岸ケーソン流出３函（45m）
　（大きな土砂の流出無し）

八太郎護岸　
 ・一部損壊、引き波による洗掘あり

八太郎護岸　
 ・背後洗掘

⑥⑥

④④

②②

③③

⑤⑤

天端高 T.P. +4.7
近傍痕跡高 T.P.+8.03

天端高 T.P.+4.7
近傍痕跡高 T.P.+8.03

八太郎護岸　
 ・一部損壊、引き波による洗掘あり
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【久慈港】

石油備蓄基地物揚場
・終端部エプロン背後
　直径 225cm、
　深さ 40cm の穴

半崎 4 号護岸
・護岸背後に根固ブロックと見られる塊の散乱

波除堤
 ・上部コンクリート全壊　
 ・本体ブロック上部積上部倒壊

半崎 1 号護岸
・基部　根ブロック 71.6m、
　　　被覆ブロック 91.6m 被災

・捨石一部露出　
・終端部のパラペットの転倒倒壊あり

①① ②②

③③
④④

④④
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各港湾における被災状況

⑤⑤

港内仮置ケーソン　
 ・1 函傾斜側壁に穴、クラック多数、
 ・泊地内 1 函水没、1 函破損

⑥⑥

⑥⑥

⑦⑦ ⑧⑧

⑨⑨ ⑩⑩

⑫⑫⑪⑪

諏訪地区防潮堤
・防潮堤の背後に洗掘

湾口防波堤
・上：北堤、下：南堤
　消波ブロック沈下

諏訪地区閘門
・扉体が流出

諏訪下地区陸閘
・ガイドレール破損

諏訪下地区陸閘
・この陸閘は震災後も開閉可能である

臨港道路胸壁
・胸壁の倒壊

天端高 T.P.+7.3
近傍痕跡高 T.P.+7.95

天端高 T.P.+5.5（臨港道路胸壁）
近傍痕跡高 T.P.+8.42

ガイドレール破損

半崎地区離岸堤
・ブロック沈下
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【宮古港】

①

③

②

藤原防波堤
・先端部 10 ～ 20m（灯台含む）沈没

藤原第二ふ頭（-10m）岸壁（F7 ～ F10）
・荷捌き地陥没 2 箇所、アスファルト塊と土砂が散乱

藤原第一ふ頭（-12m）岸壁（F3）
・海側先端部でエプロンの空洞化、沈下

①① ②②

③③ ③③
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各港湾における被災状況

仮応急箇所

神林北防波堤
・全延長 418m の内、7,8 割損壊

藤原地区防潮堤
・裏法被災

高浜地区陸閘
・作動不可

高浜地区防潮堤
・損傷無し

高浜地区防潮堤
・損傷無し

藤原地区防潮堤
・倒壊箇所をブロックにて応急復旧

高浜地区防潮堤
・表法に一部洗掘が見られるが、堤体基礎部に損傷は見られない

藤原地区陸閘
・ガイドレール破損

⑤⑤

⑥⑥ ⑦⑦

⑧⑧ ⑨⑨

⑩⑩ ⑪⑪

仮応急箇所

④④

天端高 T.P.+8.50
近傍痕跡高 T.P.+10.64

天端高 T.P.+8.50
近傍痕跡高 T.P.+10.64

天端高 T.P.+8.50
近傍痕跡高 T.P.+9.84 天端高 T.P.+8.50

近傍痕跡高 T.P.+9.84
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【釜石港】

①① ②②

③③

須賀岸壁（-7.5m）
・渡板めくれ、移動

須賀岸壁（-11m）（耐震）
・法線前だし 8cm、沈下 7cm

須賀臨港道路
・表層アスファルトめくれ

須賀岸壁（-11m）
・法線前出し 8cm、沈下 10cm
・エプロン目地開き 6cm　　
・先端取付部　法線前だし 10cm、沈下 10cm

④④
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各港湾における被災状況

⑤⑤ ⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

⑧⑧ ⑨⑨

⑩⑩

湾口防波堤【北堤（延長 900m）】
・ほぼ全壊

須賀地区胸壁
・胸壁の表法尻、前面地盤の洗掘

須賀地区陸閘
・扉体流出

大平地区胸壁
・胸壁のクラック及び目地開き

大平地区胸壁
・胸壁が陸側に転倒

湾口防波堤【南堤（延長 670m）】
・22 函のうち、12 函が倒壊・崩壊

天端高 T.P.+4.00
近傍痕跡高 T.P.+8.64

天端高 T.P.+4.14
近傍痕跡高 T.P.+10.66
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【大船渡港】

①① ②②

③③

野々田地区（-4.5m）岸壁
・上部コンクリート隆起　10cm
・裏込石流出

湾口防波堤（北堤 244m、南堤 291m）
・倒壊し確認できない

野々田地区水門
・上屋、電気設備、開閉装置損傷

野々田地区（-13m）岸壁
・荷さばき地最大 30cm（平均 10 ～ 20cm 沈下）

④④
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各港湾における被災状況

⑥⑤⑤⑤ ⑥⑥

⑦⑦ ⑧⑧

⑨⑨ ⑩⑩

茶屋前地区防潮堤
・陸側へ破堤

茶屋前地区防潮堤
・破堤

永浜地区防潮堤
・海側へ破堤

山口地区水門
・水門開閉操作不能

清水地区陸閘
・陸側へ扉体倒壊

清水地区水門
・損傷

清水地区胸壁
・胸壁にクラック発生

天端高 T.P.+3.10
近傍痕跡高 T.P.+9.55

天端高 T.P.+3.50
近傍痕跡高 T.P.+7.31

天端高 T.P.+3.40
近傍痕跡高 T.P.+8.07

⑪⑪

天端高 T.P.+3.00
近傍痕跡高 T.P.+10.02

天端高 T.P.+3.50
近傍痕跡高 T.P.+6.72
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【石巻港】

①① ②②

③③

石巻港雲雀野中央線
・地割、陥没あり
・法肩部崩壊、めくれ、流出

大手 2000t 岸壁
・エプロン沈下（液状化の痕跡あり）

釜地区東水路　飼料等専用岸壁
・護岸損壊、土砂流出
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各港湾における被災状況

⑤

雲雀野中央ふ頭 2 号岸壁（-13m）
・移動 0.2m（取付部）
・エプロン沈下、陥没：幅 5m、深さ最大 1.3m

④④

⑥⑤⑤ ⑥⑥

⑦⑦ ⑧⑧

⑨⑨ ⑩⑩

雲雀野中央ふ頭 1 号岸壁（-13m）
・エプロン沈下、陥没：幅 3m、深さ 1m 程度

雲雀野防波堤（延長 1800m）
・仮置ケーソン 4 函中 1 函傾斜（半分水没）

西浜・南浜防潮堤
・防潮堤の欠損

西浜・南浜地区防潮堤
・防潮堤の欠損

雲雀野地区防潮堤
・防潮堤の欠損

雲雀野離岸堤
・ブロックの飛散

天端高 T.P.+5.6
近傍痕跡高 T.P.+4.48

天端高 T.P.+4.5
近傍痕跡高 T.P.+5.81
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【仙台塩釜港（塩釜港区）】

①①

②②

③③

東ふ頭岸壁
・陥没

東ふ頭岸壁
・一部はらみ出し、野積場沈下

貞山 1 号桟橋
 ・一部はらみ出し、
　エプロン沈下 0.2m

③③
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各港湾における被災状況

⑤ ⑥
⑤⑤ ⑥⑥

海岸通・港町地区防潮堤
・観光船の乗り上げ

貞山 2 号桟橋
・エプロン沈下 0.2m

海岸通・港町地区陸閘
・扉体の倒壊

④④ ④④

⑧⑦⑦ ⑧⑧

海岸通・港町地区防潮堤
・防潮堤背後洗掘

天端高 T.P.+2.69
近傍痕跡高 T.P.+3.58

前面護岸天端高 T.P.+1.79
背後胸壁天端高 T.P.+2.69

近傍痕跡高 T.P.+3.58

天端高 T.P.+2.69
近傍痕跡高 T.P.+3.58

中の島・貞山通地区防潮堤
・前面護岸流出
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【仙台塩釜港（仙台港区）】

①①

高砂コンテナターミナル
・港内運搬機械津波で漂流・損壊

④④

①①
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各港湾における被災状況

②②

③③ 高砂ふ頭 2 号岸壁（-14m）（耐震）
・ガントリークレーン 1 基（終点側）が損傷
・取付部終点部法線はらみ出しに伴う背後の崩落、
エプロン部全体が 1m 沈下、舗装版下に空洞あり

・ヤードに津波による漂流コンテナ散乱

中野ふ頭第 2 号～第 6 号岸壁
・背後ふ頭用地沈下

中野ふ頭 1 号岸壁（-12m）
・背後ふ頭用地沈下
・アンローダー倒壊

④④ ⑤⑤⑤

⑥⑥

緑地護岸
・崩壊し土砂流出

湊浜地区親水護岸
・300m 流出

天端高 T.P.+6.4
近傍痕跡高 T.P.+5.40
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【相馬港】

①① 5 号ふ頭（専用岸壁）
・アンローダー 4 基中 2 基傾き

②② 3 号ふ頭仮護岸
・倒壊し、埋立土流出

③③

1 号ふ頭第 6 号岸壁（-5.5m）
・岸壁コーナー部倒壊、陥没

1 号ふ頭第 4・5 号岸壁（-7.5m）
・陥没、倒壊（一部タイロッド破断）

④④
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各港湾における被災状況

⑤⑤

1 号ふ頭第 1 号岸壁（-5.5m）
・2 号岸壁境界部倒壊

第 1 船だまり物揚場
・地割、陥没あり
・法肩部崩壊、めくれ、流出

2 号ふ頭第 2 号岸壁（-7.5m）
・部分的な倒壊、陥没
・多目的クレーン海中に転落

⑥⑥

⑦⑦ ⑦⑦

2 号ふ頭先端護岸
・護岸倒壊、道路の陥没

⑧⑧ ⑧⑧

⑨⑨ ⑩⑩

防波堤（沖）
・7 割（1900m）が傾斜、ずれの発生

原釜地区離岸堤
・消波ブロック飛散

T.P.+2.14
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【小名浜港】

①①

②②

5 号ふ頭
・エプロン沈下

5・6 号ふ頭
・エプロン沈下、はらみ出し
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各港湾における被災状況

③③ ③③

7 号ふ頭 1・2 号岸壁（-13m）
・背後全延長　50cm 程度陥没
・アンローダーのレール変形、アンローダー破損

④④ ④④

大剣ふ頭 1 ～ 8 号岸壁
・エプロン損傷（1・4・5・6 号）
・岸壁背後陥没（2・3・7・8 号）
・ガントリークレーン破損（2・3 号）

⑤⑤ ⑥⑥

3 号ふ頭
・台船が乗り上げ岸壁損傷

松下地区緩傾斜護岸
・護岸の破損

天端高Ｔ .P..=4.31
近傍痕跡高 T.P=10.66
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港湾施設の被害状況【茨城港（日立港区）】

①① ②②

③③第 1 ふ頭 C 岸壁（-7.5m）
・岸壁エプロンの陥没

第 1 ふ頭 B 岸壁（-7.5m）
・岸壁背後ヤードの陥没

第 2 ふ頭
・上屋周囲の陥没
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各港湾における被災状況

④④ ⑤⑤

⑥⑥ ⑦⑦

⑧⑧ ⑨⑨

第 2 ふ頭先端護岸
・先端護岸の流出

第 4 ふ頭 D 岸壁（-11m）先端
・岸壁先端部の流出

第 4 ふ頭先端部
・エプロン（岸壁上面）の陥没

第 4 ふ頭 E 岸壁（-12m）
・エプロンの陥没

第 5 ふ頭 B 岸壁（-10m）
・背後ヤード液状化による陥没

第 5 ふ頭 D 岸壁（-12m）
・荷さばき地の陥没



34

港湾施設の被害状況【茨城港（常陸那珂港区）】

①①

②②

北ふ頭 A 岸壁（-14m）
・液状化によるヤードの陥没

北ふ頭 B 岸壁（-12m）
・液状化によるエプロンの陥没
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各港湾における被災状況

③③ ④④

⑤⑤ ⑥⑥

⑦⑦

北ふ頭 B 岸壁（-12m）
・液状化によるエプロンの陥没

北ふ頭 C 岸壁（-10m）
・ガントリークレーンのレールのずれと曲がり

中央ふ頭 B 岸壁（-9m）
・背後ヤードの隆起

中央ふ頭 A 岸壁（-7.5m）
・異常のない耐震強化岸壁

臨港道路５号線
・臨港道路が液状化した状況
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港湾施設の被害状況【茨城港（大洗港区）】

①①

第 3 ふ頭
・液状化した状況
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各港湾における被災状況

②② 第 3 ふ頭
・液状化した状況

③③

④④

⑤⑤

第 3 ふ頭 H 岸壁（-8m）
・岸壁背後の段差

第4ふ頭 I 岸壁（-8m）
・岸壁本体の損傷

第 4 ふ頭
・岸壁本体の損傷
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港湾施設及び海岸保全施設の被害状況【鹿島港】

①① ②②

③③

北公共ふ頭 D 岸壁（-10m）
・エプロン端部の段差

南公共ふ頭 A 岸壁（-10m）
・エプロンの陥没

南公共ふ頭 C 岸壁（-7.5m）
・エプロンの陥没
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各港湾における被災状況

④④

⑤⑤ ⑥⑥

⑦⑦ ⑧⑧

南公共ふ頭 C 岸壁（-7.5m）
・岸壁法線のはらみ出し

南海浜正面護岸
・消波工沈下

南海浜正面護岸
・パラペット破損

日川地区海岸突堤
・上部工傾斜、消波工沈下

日川地区護岸
・護岸沈下

天端高Ｔ . Ｐ .+5.59
近傍痕跡高 T.P.+5.60

天端高 T.P.+3.84
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つは「発生頻度は極めて低いものの、
甚大な被害をもたらす最大クラスの
津波（レベル2）」です。この津波につ
いては住民等の生命を守ることを最
優先とし、住民の避難を軸に、とり
うる手段を尽くした総合的な津波対
策を確立していくものとしています。
　この専門調査会の報告を受けて、
平成23年12月27日に中央防災会議
が開かれ、我が国の防災対策の基
本計画となる「防災基本計画」につい
て、津波対策に関する記述を大幅に
拡充すること等の修正が行われまし
た。防災基本計画の修正を受けて、
各省庁の防災基本計画や各地方自
治体の地域防災計画の修正が行わ
れていきます。今後は、災害対策法
制度のあり方を検討していく等、地
震・津波対策全般について必要な見
直しを実施し、国民の生命・財産を
守るという行政の根幹的な責務を果
たしていくこととしています。

中央防災会議
「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対
策に関する専門調査会」報告について

　平成23年3月11日に発生した東北
地方太平洋沖地震及びこれに伴う
津波は、東日本の太平洋側に暮ら
す人々の生活や企業の経済活動に
深刻な影響を及ぼしました。特に津
波は、すさまじい破壊力をもって沿
岸に押し寄せ、多数の尊い命を奪う
未曾有の災害となりました。
　今回の震災では、これまでの想
定をはるかに超えた巨大な地震・津
波が発生した。一度の災害で戦後
最大の人命が失われ甚大な被害を
もたらすなど、これまでの我が国の
地震・津波対策のあり方に大きな課
題を残しました。この震災を受けて、
今回の地震・津波を調査分析し、今
後の地震・津波対策を検討するた
め、平成23年4月27日に内閣府中央
防災会議において「東北地方太平洋
沖地震を教訓とした地震・津波対策に
関する専門調査会」が設置され、第1
回の会合が5月28日に行われました。
　今回の震災は、地震の規模、津
波高・強さ、浸水域の広さ、広域に
わたる地盤沈下の発生、人的・物的
被害の大きさなど、いずれにおいて
も中央防災会議の下に設置された
専門調査会がこれまで想定してい
た災害のレベルと大きくかけ離れた
ものでした。従前の想定に基づいた
各種防災計画とその実践により防災
対策が進められてきましたが、今回
の震災を受けて、自然現象の予測の
困難さを謙虚に認識するとともに、
今後の地震・津波の想定の考え方な

どについては、抜本的に見直してい
くこととしています。特に、津波対
策については、全般にわたりその対
策を早急に見直し、近い将来発生
が懸念される南海トラフの巨大な地
震・津波に対して万全に備えること
としています。
　今回、被災地における調査結果
によれば、津波から安全に避難する
ためには早期避難が重要であること
や、津波の襲来を予想していない人
でも周囲の声かけにより避難したと
いうことが明らかとなりました。今
後、津波襲来が予想される地域に
おいて、どのようにして住民に早期
避難の重要性を理解してもらうかが
重要な課題となっています。
　専門調査会では、第1回から第4
回までの議論を踏まえて6月26日に
中間とりまとめを行い、その後、第
5回から第12回まで8回にわたり、東
日本大震災の発災から現在までに
明らかになった課題を中心に集中的
に議論が行われました。その中で津
波対策を構築するにあたって、これ
からの想定津波の考え方として、今
後二つのレベルの津波を想定する
こととしています。一つは「発生頻
度は高く、津波高は低いものの大き
な被害をもたらす津波（レベル1）」で
す。この津波に対しては人命保護
に加え、住民財産の保護、地域の
経済活動の安定化、効率的な生産
拠点の確保の観点から、海岸保全
施設等を整備していきます。もう一

To p i c sTo p i c s

国土交通省　港湾局　海岸・防災課

防災基本計画
　防災基本計画は、我が国の災害対策
の根幹をなすものであり、災害対策基
本法第34条に基づき中央防災会議が作
成する防災分野の最上位計画として、
防災体制の確立、防災事業の促進、災
害復興の迅速適切化、防災に関する科
学技術及び研究の振興、防災業務計画
及び地域防災計画において重点をおく
べき事項について、基本的な方針を示
している。 
　この計画に基づき、各省庁では防災
業務計画を、地方公共団体は地域防災
計画を作成している。
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To p i c sTo p i c s

座　長　河
か わ た

田惠
よしあき

昭　関西大学社会安全研究科長・社会安全学部長・教授
座長代理　阿

あ べ

部勝
かつゆき

征　東京大学名誉教授
　　　　　泉

いずみだ

田裕
ひろひこ

彦　新潟県知事
　　　　　磯

い そ べ

部雅
まさひこ

彦　東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
　　　　　今

いまむら

村文
ふみひこ

彦　東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター教授
　　　　　岡

おかむら

村　眞
まこと

　高知大学大学院総合人間自然科学研究科教授
　　　　　島

しまざき

崎邦
くにひこ

彦　東京大学名誉教授
　　　　　清

し み ず

水　泰
ひろし

　静岡県焼津市長
　　　　　高

たかはし

橋重
し げ お

雄　独立行政法人港湾空港技術研究所理事長
　　　　　田

た な か

中　淳
あつし

　東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長・教授
　　　　　田

た む ら

村圭
け い こ

子　新潟大学危機管理室 / 災害・復興科学研究所教授
　　　　　野

の だ

田武
たけのり

則　岩手県釜石市長
　　　　　平

ひらはら

原和
かずろう

朗　京都大学大学院理学研究科教授
　　　　　福

ふ く わ

和伸
の ぶ お

夫　名古屋大学大学院環境学研究科教授
　　　　　古

ふるむら

村孝
た か し

志　東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター教授
　　　　　翠

みどりかわ

川三
さぶろう

郎　東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
　　　　　山

やまざき

﨑　登
のぼる

　日本放送協会解説副委員長
計 17 名

（敬称略）

東北地方太平洋沖地震を教訓とした
地震・津波対策に関する専門調査会

委員名簿

審議の経過

開 催 日 回 数 検討事項

平成 23 年 5月28 日（土）第 1 回 ・今回の地震・津波被害に関する分析

平成 23 年 6月13 日（月）第 2 回 ・大規模地震対策における対象地震の考え方

平成 23 年 6月19 日（日）第 3 回 ・大規模地震対策における対象地震の考え方
・津波による被害の抑止・軽減のための基本的方向性
・中間とりまとめ（たたき台）

平成 23 年 6月26 日（日）第 4 回 ・津波による被害の抑止・軽減のための基本的方向性
・津波防御のための施設整備の基本的な考え方
・中間とりまとめ（案）

平成 23 年 6月26 日（日） 中間とりまとめ
～今後の津波防災対策の基本的考え方について～
公表

平成 23 年 7月10 日（日）第 5 回 ・地域における津波防災の取組み

平成 23 年 7月31日（日）第 6 回 ・津波被害軽減のための土地利用のあり方
・発災時における津波避難のための方策

平成 23 年 8月16 日（火）第 7 回 ・発災時における津波避難のための方策
・被害想定の考え方

平成 23 年 8月25日（木）第 8 回 ・発災時における津波避難のための方策
・被害想定の考え方
・海溝型大規模地震に伴う広域災害への対応

平成 23 年 9月10 日（土）第 9 回 ・発災時における津波避難のための方策
・海溝型大規模地震に伴う広域災害への対応

平成 23 年 9月17 日（土）第10 回 ・防災基本計画の見直し
・最終報告（素案）

平成 23 年 9月24日（土）第 11 回 ・最終報告（案）

平成 23 年 9月28 日（水）第12 回 ・最終報告（案）

平成 23 年 9月28 日（水） 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・
津波対策に関する専門調査会 報告 公表

東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震津波対策に関する専門調査会　報告概要

今後の想定津波の考え方

地震・津波対策の方向性

地震・津波対策の方向性

あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討

○津波被害を軽減するための対策について
(1) 基本的考え方
　最大クラスの津波に対しては、「減災」の考え方に基づき、海岸保全施設等のハード対策と、避難を中心とするソフ

ト対策を組み合わせて実施する等。
(2) 円滑な避難行動のための体制整備とルールづくり
　情報伝達体制の充実・強化、地震津波観測体制の強化、津波避難ビル等の指定、避難場所や避難路の整備等
(3) 地震・津波に強いまちづくり
　多重防護と施設整備、地域防災計画と都市計画の有機的な連携等
(4) 津波に対する防災意識の向上
　ハザードマップの充実、徒歩避難原則の徹底等と避難意識の啓発等

・南海トラフにおける海溝型巨大地震対策において国土全体のグランドデザインの観点をもうける。
・防災基本計画は、津波対策に関する記述を大幅に拡充
・災害対策法制、危機管理体制のあり方についての検討を行う。                                                    等　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今後、二つのレベルの津波を想定 
○発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 
・住民等の生命を守ることを最優先とし、住民の避難を軸に、とりうる手段を尽くした総合的な津波対策を確立 
○発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波 
・人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全   

施設等を整備
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■「TOPICS」
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　❶郵送先：〒107-0052　東京都港区赤坂3-3-5　国際山王ビル８階　日本港湾協会内　港湾海岸防災協議会
　　「波となぎさ」編集担当宛
　❷FAX：03-3505-5400　
　❸	e-mail：yoshioka@tbss.co.jp
※原稿に関するお問い合わせは上記連絡先❸へメールにてお問い合わせください。





東京都江東区青海二丁目４番２４号　青海フロンティアビル



私たちの暮らしている社会は
少しずつ変化し、成長しています。
若築建設は、しっかりと今を見つめながら、
人のこころを刻む企業として、
一歩一歩着実に歩み続けます。

 〒153-0064  東京都目黒区下目黒2-23-18
 TEL. 03-3492-0271
 FAX. 03-3490-1019

ロウタスユニ

かんらん岩

パラクロス

アゴスW トライアン

ビーハイブS

ビーハイブ

六脚ブロック





インドネシア（ジャカルタ）、ヴェトナム（ハノイ、カイメップ・チーバイ）、ケニア（モンバサ）
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